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（目的） 

第１条   この要領は、コンクリート採取試験会社審査委員会（以下「審査委員会」という。）が行う採取試

験会社の業務能力の適合性の審査を円滑に実施するために制定する。 

 

（審査対象） 

第２条   この要領の審査対象は、原則として、東京都内で業務を行う採取試験会社とする。この採取試験

会社には、採取専門会社と都知事登録の試験機関である試験兼業会社がある。 

 

（審査の区分と基準） 

第３条   採取試験会社としての業務能力の適合性の審査は、一般審査と高強度審査の２区分がある。 

      （１）一般審査 ：コンクリートの設計基準強度が３６Ｎ／mm２以下の一般コンクリート（スラ

ンプフロー管理のものを除く）を採取可能な採取試験会社としての業務能力

の適合性を審査する。この一般審査の基準は、別に定める「一般コンクリー

ト採取試験会社審査基準」による。 

 

      （２）高強度審査：一般審査の業務能力に加えて、コンクリートの設計基準強度が３６Ｎ／mm２             

を超えるコンクリート及びスランプフローで管理するコンクリートについて

も採取可能な採取試験会社としての業務能力の適合性を審査する。この高強

度審査の基準は、別に定める「高強度コンクリート採取試験会社審査基準」

による。 

 

（審査申請） 

第４条   審査申請には、一般新規と一般更新及び高強度新規と高強度更新の４種類がある。 

審査を受けようとする採取試験会社は、申請書、申告書等のそれぞれの審査申請に応じた必要書

類を添えて、審査委員会事務局に提出する。 

２   審査申請の受付は、原則毎年１回とする。 

３   審査手数料は、別に定める。 

 

（審査） 

第５条   審査は、次の書類審査と現地審査に分けられる。 

書類審査が不適合となった採取試験会社は、現地審査を行わないことを原則とする。但し、審査

委員会が判断した場合は、この限りではない。 

（１）書類審査：採取試験会社から提出された申請書類、申告書等の記載内容を審査基準に照

らして審査する。 

（２）現地審査：申請書類、申告書等に記載された採取技術者、設備機器等を審査する。 

２   審査委員会事務局は、申請者より提出を受けた書類を確認し、以下のような不備が認められた場



 

合には、修正指示等を記載した書面を申請者宛てに発行する。この書面を受領した申請者は、受領

後７日以内に必要な措置をとらなければならない。 

（１）申請書、申告書の記入漏れ 

（２）付属書類の不足 

（３）申請書、申告書、付属書類間の不整合 

３   現地審査の項目及び方法は、別に定める「一般コンクリート採取試験会社現地審査実施要領」又

は「高強度コンクリート採取試験会社現地審査実施要領」による。 

 

（審査結果の通知） 

第６条   審査委員会事務局は、申請者に審査結果を書面で通知する。 

 

（適合通知の有効期間） 

第７条   適合通知書の有効期間は、原則として適合通知書の発行日を起算日とする１４日間とする。 

 

（要領の改正） 

第８条   この要領の改正は、審査委員会の審議を経て行う。 

 

 

付 則   １ この要領は、平成２３年 ９月 ６日から施行する。 

      ２ 公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターの「コンクリート採取試験会社登録制

度規程」に基づくコンクリート採取試験登録会社の審査申請は、平成２３年度限りの特例審査

として、書類審査のみで現地審査を省略することができる。 

 

付 則   １ この改正は、平成２４年 ９月２４日から施行する。 

      ２ 南関東建設材料試験機関協議会「高強度コンクリート適合認定採取試験会社」からの審査申

請は、平成２４年度限りの高強度特例審査として、書類審査のみで現地審査を省略することが

できる。 

 

付 則   １ この改正は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 

 

付 則   １ この改正は、令和 元年 ９月１０日から施行する。 

 

以上 


